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問問合せ　申申込み

介護保険制度のお知らせ
■問合せ＝介護保険課 ☎（２０）３０２２　

　在宅で介護サービスが必要なときや介護施設に入所したいとき、介護保険を利用するには「介護認定」

の手続きが必要です。

介護認定の流れ

①介護認定の申請

▲

受付場所＝介護保険課（１階）および田沼・葛生行政センター

▲

持参品＝（６５歳以上の方）介護保険被保険者証、（４０歳以上６５歳未満の方）医療保険被保険者証

 ※介護保険被保険者証が見つからない場合は、届出者の身分証明書をお持ちください

 ※身体の状態や希望するサービスによっては、総合事業（１１ページ）の対象となります

②要介護・要支援の認定

　申請受付後、調査員による訪問調査を行い、主治医が作成する意見書と合わせて介護認定審査会で判定

を行います。

③認定結果の通知

　認定結果通知書と介護保険被保険者証をお送りします。認定は「要介護１～５」「要支援１・２」「非該当」

に区分されます。認定に応じて、利用できるサービスが異なりますので、ご確認ください。

サービスの利用

　在宅で介護サービスを利用したい場合は、要介護１～５の方はケアマネジャーに、要支援１・２の方は

地域包括支援センターにご相談ください。

※施設入所を希望の方は、施設へ直接お問い合わせください

介護保険サービスは１～３割の自己負担で利用できます

　１カ月内に１～３割負担で利用できる金額には支給限度額が設けられており、要介護度ごとに限度額が

異なります。限度額を超えてサービスを利用した分は、全額自己負担になります。

サービスの支給限度額（１カ月）の目安（令和４年３月１日現在）

要介護度 支給限度額 自己負担（１割） 自己負担（２割） 自己負担（３割）

要 支 援 １ ５０，３２０円 ５，０３２円 １０，０６４円 １５，０９６円

要 支 援 ２ １０５，３１０円 １０，５３１円 ２１，０６２円 ３１，５９３円

要 介 護 １ １６７，６５０円 １６，７６５円 ３３，５３０円 ５０，２９５円

要 介 護 ２ １９７，０５０円 １９，７０５円 ３９，４１０円 ５９，１１５円

要 介 護 ３ ２７０，４８０円 ２７，０４８円 ５４，０９６円 ８１，１４４円

要 介 護 ４ ３０９，３８０円 ３０，９３８円 ６１，８７６円 ９２，８１４円

要 介 護 ５ ３６２，１７０円 ３６，２１７円 ７２，４３４円 １０８，６５１円

※施設などに入所して利用するサービスは、上記の限度額に含まれません

※次のサービスは上記の限度額とは別に支給限度額が設定されています

・特定福祉用具購入（特定介護予防福祉用具購入）

・居宅介護住宅改修（介護予防住宅改修）

・居宅療養管理指導（介護予防居宅療養管理指導）
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皆さんの生活に関することについてのお知らせです。

介護保険料をきちんと納めましょう

　介護保険料は介護保険制度の貴重な財源ですので、納期限までにきちんと納めましょう。

　介護保険料は年金天引き（特別徴収）が原則ですが、新たに６５歳になった方や年金支給額（年額）が

１８万円未満の方、天引きが一時期止まってしまった場合などは、納付書による納付（普通徴収）となり

ます。ご自宅に納入通知書が届きましたら、忘れずに納付しましょう。

▲

保険料を納めないでいると

　特別な事情がなく保険料を納めないでいると、未納期間に応じて、サービス利用時の支払い方法の変更、

保険給付の一時差し止め、利用者負担が引き上げられる措置がとられます。

▲

正しい介護保険料の算定をするために

　所得の申告が必要です。収入がない方や課税対象とならない遺族年金・障害年金だけの方も、所得の申

告が必要です。

介護予防・日常生活支援総合事業 (総合事業）のお知らせ

　総合事業のサービスは、要支援１・２の方と、基本チェックリスト（日常生活や心身の状態を確認する

２５項目の質問票）で「事業対象者」と判定された方が利用できます。

■問合せ＝いきいき高齢課 ☎（２０）３０２１　

事業対象者の総合事業利用の流れ

①基本チェックリストの実施

▲

対象者＝６５歳以上の方　
▲

受付場所＝いきいき高齢課（１階）および田沼・葛生行政センター

※外出などが難しい方は、地域包括支援センターの職員が訪問して行うこともできます

▲

持参品＝介護保険被保険者証

②総合事業の利用決定

　「事業対象者」と判定された方に利用決定通知書と介護保険被保険者証をお送りします。

③介護予防ケアマネジメント（利用者の状況に合わせたプランを作成）の実施

　お住まいの地域を担当する地域包括支援センターに連絡をします。困っていることや、希望するサービ

スについて相談することで、その方の状況に合った訪問型・通所型サービスが利用できます。

サービスの利用

　総合事業のサービスを利用したい場合は、担当地域の地域包括支援センターにご相談ください。

（佐野・犬伏地域）さの社協 ☎（２２）８１２９

（植野・界・吾妻地域）佐野市医師会 ☎（２０）２０１１

（堀米・旗川・赤見地域）佐野厚生 ☎（２７）０１００

（田沼・田沼南部・栃本・田沼北部・戸奈良・三好・野上・新合・飛駒地域）佐野市民病院 ☎（６２）８２８１

（葛生・常盤・氷室地域）くずう ☎（８４）３１１１

通いの場（通所型サービスＢなど）の実施団体募集

　通いの場（通所型サービスＢ）は、町会の公民館などを利用して、おおむね６５歳以上の方を対象とし

た気軽に立ち寄れる通いの場を市民主体の団体により運営するものです。

　ハツラツ元気体操、レクリエーション、お茶飲みなど、皆さんで考えながら、週１回以上、さまざまな

行事を実施していきます。

※介護予防を主な目的とした委託事業になります。開設にご興味のある町会などはご相談ください




